
※必要に応じて、該当する食
品の調理に必要な施設設備、
区画等を適用するか否か判断

事業者が行う営業形態

政令に
基づく業種

販売

営業許可業種の考え方

施行通知に
例示

※必要に応じて、該当する食
品の製造に必要な施設設備、
区画等を適用するか否か判断

そうざい製造業におけ
る未加熱のとんかつの
製造
冷凍食品製造業におけ
る冷凍パン生地様食品
の製造

魚介類販売業（魚介
類と米飯を組み合わ
せたもの）

（参考）
・政令：「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」

（令和元年政令第123号）
・施行通知：「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について

（令和元年12月27日付生食発第1227第２号）

豆腐製造業に
おける卯の花
等の製造

施行通知に
例示

製造又は処理

施行通知以外の事例の
積み上げ（Q＆A等）

政令に
基づく業種

＋調理あり＋αの製造あり

菓子製造業における
調理パンの製造
麺類製造業における
調理麺の製造

食肉販売業（未加熱のとん
かつ・メンチカツ等）
魚介類販売業（魚介類を茹
でる、焼く等）

調理

飲食店営業

単一の許可で
取扱い可能

単一の許可で
取扱い可能

施行通知以外の事例の
積み上げ（Q＆A等）


